
�愛媛県告示第１３５１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１４年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３５２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１４年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３５３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１４年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

高岡歯科医院 � 岡 元 文 八幡浜市１５２６番地の５ 平成
１４．５．９

久保皮膚科クリ
ニック

医療法人
久保皮膚科クリ
ニック

今治市馬越町三丁目３
番３８号

平成
１４．６．１

皮フ科・形成外
科はらだクリニ
ック

原 田 伸 新居浜市上原三丁目２７
４８－１

平成
１４．７．１

鈴 木 病 院 医療法人
や す ら ぎ 会

今治市別宮町二丁目１
番地５

平成
１４．６．１

ながやす外科・
整形外科クリニ
ック

永 易 大 典 新居浜市宮西町１－１５ 平成
１４．６．１

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

長山歯科医院 長 山 雅 治 宇和島市御幸町二丁目
４番１号

平成
１４．６．１

久保皮膚科クリ
ニック 久 保 映 子 今治市馬越町三丁目３

番３８号
平成
１４．６．１

鈴 木 病 院 医療法人
や す ら ぎ 会

今治市南大門町二丁目
２番地２

平成
１４．６．１

佐 々 木 医 院 佐々木 豊 彦 西宇和郡瀬戸町三机乙
２７０６番地第１

平成
１４．６．１

ながやす外科・
整形外科クリニ
ック

永 易 三 佳 新居浜市宮西町１－１５ 平成
１４．６．１

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 内 科 公 立 周 桑 病 院 矢 野 春 海 東予市壬生川１３１番地 平成

１４年７月１日

肢体不自由・じん臓・呼吸器
・小腸・ぼうこう又は直腸機
能障害

外 科 町立吉田総合病院 豊 崎 浩一郎 北宇和郡吉田町大字北小路甲２１７番地 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 内 科 西 条 中 央 病 院 入 田 純 西条市朔日市８０４番地 〃

〃 〃 愛 媛 労 災 病 院 鈴 木 義 之 新居浜市南小松原町１３番２７ 〃

〃 〃 医療法人弘仁会
共 立 病 院 緒 方 祐 子 東予市三津屋南９番１０ 〃

呼 吸 器 機 能 障 害 〃 医療法人ピッパラ
渡辺医院 森 公 介 新居浜市高田一丁目１番３号 〃

ぼうこう又は直腸機能障害 外 科 医療法人広仁会
広 瀬 病 院 清 水 和 久 八幡浜市１２８０番地９ 〃

毎週（火・金）曜日発行 第１３７６号 平成１４年７月２６日
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�愛媛県告示第１３５４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成１４年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３５５号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第１条の２第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があっ

た。

平成１４年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

心 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 喜多医師会立内山
病院 越 智 直 登 喜多郡内子町城廻２７５－１ 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 財団法人積善会附
属十全総合病院 井 出 雄 久 新居浜市北新町１番５号 〃

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

山 本 浩 三 市立八幡浜総合病院 八幡浜市大平１番耕地６３
８ 山 本 医 院 八幡浜市白浜１５７９－４７ 平成１４年

３月２１日

稲 見 康 司 清 和 病 院 北条市柳原７３９ 愛 媛 労 災 病 院 新居浜市南小松原町１３番
２７号

平成１４年
６月１日

森 公 介 公 立 周 桑 病 院 東予市壬生川１３１番地 医療法人ピッパラ渡辺医
院

新居浜市高田一丁目１番
３号

平成１４年
６月８日

持 田 賢 治 〃 〃 西 条 中 央 病 院 西条市朔日市８０４番地 平成１４年
６月１日

黒 河 達 雄 社会福祉法人恩賜財団済
生会今治病院

今治市喜田村七丁目１番
６号

社会福祉法人恩賜財団済
生会西条病院

西条市朔日市字榎ヶ坪２６
９－１

平成１４年
７月１日

吉 井 豊 史 西 条 中 央 病 院 西条市朔日市８０４番地 公 立 周 桑 病 院 東予市壬生川１３１番地 平成１４年
６月３日

盛 實 勲 町 立 吉 田 総 合 病 院 北宇和郡吉田町北小路甲
２１７番地 愛媛大学医学部附属病院 温泉郡重信町大字志津川 平成１４年

７月１日

荒 井 政 森 愛媛県立南宇和病院 南宇和郡城辺町甲２４３３－
１ 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 平成１３年

９月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 愛 媛 労 災 病 院 野 中 裕 康 新居浜市南小松原町１３番２７号 平成
１４年５月２日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・ぼうこう又は直腸機
能障害

内 科 医療法人北辰会
ま な べ 病 院 棟 田 敬一郎 西条市北見丙４７７番地 平成

１４年５月２１日

肢 体 不 自 由 リハビリテー
ション科 愛 媛 労 災 病 院 松 田 康父美 新居浜市南小松原町１３番２７号 平成

１４年６月１３日

〃 〃 〃 渡 邉 哲 郎 〃 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 内 科 〃 佐 藤 寛 晃 〃 〃

〃 〃 〃 加 藤 浩 明 〃 平成
１４年７月８日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 〃 杉 谷 大 造 〃 〃

〃 〃 愛媛県立伊予三島
病院 井 上 智 人 伊予三島市中之庄町１６８４番地の２ 平成

１４年６月３０日

〃 放 射 線 科 〃 外 山 貴 士 〃 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・ぼうこう又は直腸・
小腸機能障害

外 科 〃 光 永 修 一 〃 平成
１４年５月３１日
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�愛媛県告示第１３５７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、新居浜市岸之下土地改良区から認可申請のあった土

地改良事業（維持管理）の計画の変更を平成１４年７月１６日認

可した。

平成１４年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１３５８号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１４年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡美川村東川６９８８の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため
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�愛媛県告示第１３５９号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１４年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

東宇和郡城川町大字窪野５１５５の２、５１６４の３、５１６４の４

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため
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�愛媛県告示第１３６０号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１４年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１４年７月２６日から８月８日まで

�愛媛県告示第１３５６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部商工流通課及び松山地方局

産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１４年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部商工流通課及び松山地方局産業経済部商工

労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部商工流通課

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン松山 松山市宮西一丁目２
番１号外

大規模小売店舗において小
売業を行う者の閉店時刻 午後９時 午後１０時 平成１４年

７月２７日
平成１４年
７月９日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時３０分から
午後９時３０分まで

午前９時３０分から
午後１０時３０分まで

愛 媛 県 報平成１４年７月２６日 第１３７６号
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�愛媛県告示第１３６１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１４年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３６２号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県

規則第４２号）第５条第６項の規定により告示する。

平成１４年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１４年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

西局丹土（開）第１０号

平成１４年７月５日
周桑郡丹原町大字池田５３４番５

周桑郡丹原町大字高知甲３８３番地９
山 本 康 正

西局丹土（開）第１１号

平成１４年７月５日
周桑郡丹原町大字高松甲１１５７番地２

東予市高田９１６番地３４
真 鍋 靖 彦

松局伊土検（開）第１８号

平成１４年７月１０日
伊予郡松前町大字神崎字九反地９６７番１３

伊予郡松前町大字出作１７７番地
弓 達 美 沙 子

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

松第
２６号

松山市千舟町８丁目１２８番地
１

えひめ中央農業協同組合 売りさばき所
北条市北条７３４番地２
えひめ中央農業協同組合北条中央
支所

売りさばき所
北条市辻４１０番地
えひめ中央農業協同組合北条中央
支所

平成１４年
７月１日

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１４年７月２６日 特定非営利活動法人皐月 青 野 勇 今治市松本町四丁目６番地４
この法人は、高齢者に対して、介護サービ
スに関する事業を行うとともに、痴呆症・
介護に関する情報を提供し、文化活動・介
護教育活動等を通じて地域社会と交流を図
る事で、互いに助け合い、個人が尊厳を持
ちつつ心豊かにすごせる社会の醸成に寄与
することを目的とする。
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平成１４年７月２６日 印刷
平成１４年７月２６日 発行
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